
 

 

 

条例改正案の概要について 

  

現在 改正案 

 

（所掌する事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所掌する事項） 
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・所掌する事項の変更に伴い、会議の名称も変更予定です。 

 

以上 

資料３－２ 

※ 次の内容を追記予定 

 

・ 「こども基本法に」に基づく、「こども計画」の

策定・変更・進捗管理について審議すること。 

1.特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し

意見を述べること。 

2.特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し

意見を述べること。 

3.市町村子ども・子育て支援事業計画の策定及

び変更について意見を述べること。 

4.子ども・子育て支援に関する施策の総合的か

つ計画的な推進に関し調査審議すること。 

1.特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し

意見を述べること。 

2.特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し

意見を述べること。 

3.市町村子ども・子育て支援事業計画の策定及

び変更について意見を述べること。 

4.子ども・子育て支援に関する施策の総合的か

つ計画的な推進に関し調査審議すること。 

 そのまま残す 

 新たに追加 


